
高架作業車・幹刈機の導入によるたばこ作の経営改善

(農試 経 営部 ・県北分場)

上
 票 景法f昼 占第一位の葉たばこ産地であり、中でも県イヒ地帝は、普通畑におけるたば

こ作付率が高く、畑作営農の墓幹的地位を占めている。
一方、・着手県で裁培されているバーレー種,ま機械イめf遅れており、労働ビークとなる

7・ 8月の収穫作業は、規模拡大の妨げともなつている。

このような中、高架作業車や幹刈機による省力機械化技術の効果が明らかに さ れ、
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号
を検討し、高架

2 技 術の内容

(1)高 架作業車 ・幹刈機の道周作業と利用条件

ア 高 架作業車 ・幹刈機の適用作業

高架作業車は、防除 ・心止め ・腋芽とり。中棄収穫、幹刈機は、収穫の幹刈に利

用できる。
イ 高 架作業車の組作業人数

高架作業車を、心止め ・敗牙とり。中葉収穫に使用する際は、2人の組作業とな

る。
(2)高 架作業車 ・幹刈機の導入効果

ア 省 力効果
高架作業車 ・幹刈機を導入することにより、たばこ作業の労働ビークとなる7,

8月の防除・心止め・腋芽とりおよび収穫において省力化を図ること力fできる。こ

の798月 作業では、慣行体系に比ぺ10a当 り労働時間を20～30%軽減できる。(

表1 )

ィ 経 済効果
(ア)高架作業車 ・幹刈機導入により規模拡大が可能となり所得が増大する。

①雇用無しの場合、80aか ら110aに規模拡大でき、所得たして3,361千円から4,

373千門と増大する。ただし、およそ90aま では慣行体系が有利である(表3)

②雇用1人の場合は、110aか ら154a、所得にして4,419千円から5,815千円とな

る。
(イ)高架作業車・幹刈機導入により雇用の節減が可能となり、雇用労働確保が困難

な場合に有効である。(表3,4)

(ウ)高架作業車 ・幹刈撲導入による減価償却費の増大分は、規模拡大による収益の

増加分や雇用労賞の節減で相殺できる。

高架作業車 ,幹刈機導入の効果 ………‐
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指導上の留意事項
圃場が分散している場合には、移動時間等を考慮すること。

試験成績概要
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幹刈機を使用 した

7・ 8月 労働時間には、6月 下旬も含む。

平成元年から平成3年 度の調査から算出した。

1 1 0 a  →  1 5 0 a

1 5 0 a  →) 2 0 0 a

I1   80     3,361    0

省 力  80  3,181  0
省 力  90  3,605  0

0

0

219

219

鶴0

982

宅多  夕J  l10     4,373    0        0        219     1,167       0

I1  100     4,089 38     1,167 165

0100     4.031 0 219     1

慣行I1 110  49419  1 219

宅野  ブJ  l10     4,441    1       15        219     1,167      20

38    1,167    292

- 3 2 -




